
2023年 7月 18日 

 

早稲田大学 2024年度「外国学生入試における特例措置」について 

 

 早稲田大学入学センター 

 

7月18日現在、新型コロナウイルス感染症関連の水際対策が終了し、日本への入国は正常化しています。つ

いては、2024年度 外国学生のための学部入学試験において「外国学生入試における特例措置」を実施しない

こととします。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ご参考】 

2023年 2月 1日 

 

早稲田大学 2024年度「外国学生入試における特例措置」について 

 

 早稲田大学入学センター 

  

早稲田大学の 2024 年度 外国学生のための学部入学試験（以下、外国学生入試という）では、日本国

政府による渡航制限の状況に応じて、帰国生・外国学生共通試験および政治経済学部の筆記試験を日本

留学試験（EJU）で代替する「外国学生入試における特例措置」を実施する場合があります。 

外国学生入試では、入国し共通試験・筆記試験を受験することを必須としています。本措置は渡航制

限に応じて例外的に実施する可能性がありますが、実施するかどうかは 2023 年 7 月下旬に決定・発表

します。本文書はこのような措置を実施する可能性があることをお知らせするものです。 

概要は下記のとおりです。 

記 

１．措置の内容 

 本措置を実施する場合、対象となる方の共通試験・筆記試験による選考を、各学部が指定した日本留

学試験（EJU）の科目の成績を用いた選考で代替します。また、第 2 次選考を実施する学部では代替

の選考方法を設定します。 

 

２．対象者 

本措置を実施する場合、以下の条件をすべて満たすことが確認できた方に対し、自動的に本措置を適

用し選考を行います。適用を受けるための申請は不要です。 

（1）2024年度 外国学生入試に出願していること 

（2）出願の時点で日本国外に居住していること（オンライン出願システムで現住所に日本国外の住所

を登録していること） 

（3）渡航制限により日本に入国して試験を受けることができないこと 

（4）共通試験または政治経済学部の筆記試験を欠席していること 

（5）学部が指定する日本留学試験（EJU）の科目を受験していること 

 

３．本措置で利用する日本留学試験の科目・第 2次選考の代替方法 

 本措置を実施する場合に利用する日本留学試験の科目および第 2 次選考の代替方法は、2 ページ以降の

別紙のとおりです。本学で出願予定の学部で必要となる科目をご確認のうえ、日本留学試験にご出願

ください。 

 

４．注意事項 

 本措置の適用を受けるためには、本学の外国学生入試への出願（2023 年 6 月）に先立ち、日本留学試

験（出願期間：2023 年 2 月 13 日～3 月 10 日）の出願および受験が必要となりますので、ご注意くだ

さい。なお、2022 年 11 月に受験した日本留学試験の成績も利用可能とします。 

以 上 


